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１．はじめに 
 
近年、道路・トンネル・河川・地下鉄工事現場等

1)～5)で自然的原因による有害物質（重金属類）を含

有した岩石・土壌がほぼ全国的に発生している。こ

れは我が国には、熱水変質の影響を受けた火成岩類

や海成堆積岩類が広く分布しているためであり、こ

れらの中には、土壌環境基準を超過した有害物質を

含有している場合がある 6)～8)。 
Fig.1 にわが国における重金属（ヒ素）を産出した

記録のある鉱山の分布を示した 9)～10)。図よりヒ素鉱

物産出鉱山は全国308箇所に及びほぼ全国的に散在

し、これらを地質区分でみると火成岩（花崗岩等）

の分布域に点在している。また、Fig.2 に我が国での

河川堆積物のヒ素の分布を示した 11)。図から道内に

限ってみると道南、道央、道東地方の活火山周辺に

広く分布していることがわかる。 
一方、平成 15 年 2 月に土壌汚染対策法（以下、「土

対法」という）が施行され、自然的原因による有害

物質が含まれる土壌については法の対象外（法第三

条）とされ、有害物質を含有した汚染土を他地域へ

搬出した場合のみ適切な汚染防止対策措置が必要とされてきた 12)，13)。しかし、平成 22
年 4 月に土対法が改正され（以下、「改正法」という）、従来法では対象外であった自然的

原因による有害物質が含まれている岩石・土壌についても土対法が適用され、人為的・自

然的原因を問わず改正法に基づいて行われることになった 14)。とりわけ、改正法第四条で

は、土地の形質変更の面積が 3000 ㎡以上、土地の形質変更に係る深さが 50cm 以上の場

合には届出が義務付けられ、調査命令が出される場合がある。「農業を営むために通常行わ

れる行為」（耕起・整地など）は適用除外されるが、トンネル、用排水路の新設・改修、農

地造成、農地整備工事など通常の土木工事と同視することができるものは改正法第四条に

該当する。 
さて、土壌汚染対策技術としては、遮水工・遮断工封じ込め、土壌洗浄 15)、固化・不溶

化、さらには現地発生土（粘性土）を利用した汚染土を被覆する対策 16)や、不溶化剤を用

いた重金属の溶出低減対策、吸着層を敷設し重金属等の捕捉を行って重金属等の地下浸透

を防止する対策等々17)が提案されている。今後、自然的原因に由来する重金属対策が増大

することを鑑み、比較的大規模な工事を要する遮水工・遮断工封じ込めに比べ安価な処理

対策が望まれる。 

Fig.1 ヒ素を産出したことのある鉱山 

Fig.2 河川堆積物のヒ素の分布 



従って、本研究報告では、著者らが研究開発した石膏粉を主原料とした不溶化剤 18)～21)

を水路トンネル現場で遭遇した自然的原因によるヒ素含有岩石・土壌に添加混合し不溶化

効果を確認するとともに、掘削搬出したトンネルずりを盛土状に堆積し、その盛土底面、

盛土中央部及び盛土上部に層状に不溶化剤を散布処理した場合の不溶化効果を明らかにし

たものである。 
 

２．不溶化実験 
 
２．１ 供試材料（掘削ずり） 

供試材料は北海道内の水路トンネルから発生した掘削ずりで、以下に述べる諸性質を有

している。 
（１）地質概要 
掘削ずりは、新第三系中新統新十津川層群増毛層、泥岩部層灰色弱風化軟質砂質泥岩に

分類される。この岩石は、水洗い後、自然乾燥によって網状クラックが発生し、剥離が多

少見られ、比較的スレーキングしやすい。また、少量であるが、新第三系中新統新十津川

層群増毛層、泥岩部層灰色弱風化硬質細粒砂岩が含まれていた。 
（２）鉱物組成及び元素組成 
粉末Ｘ線回折試験の不定方位データに基づくと、この軟質砂質泥

岩は比較的多量の石英、少量の斜長石、クローライト（緑泥石）、イラ

イトおよびイライト／スメクタイト混合層鉱物と、微量のクリノタイ

ロライト－ヒューランダイト系鉱物（ゼオライト）などからなる。パ

イライト（黄鉄鉱）は、粉末Ｘ線回折試験の検出限界未満であるので、

化学的風化によって、大部分が溶出したと考えられる。また、蛍光Ｘ

線試験により、試料の元素組成を測定した（Table1）。主成分はケイ素、

アルミニウム、鉄であり、微量ながら硫黄、カリウム、カルシウム、

チタンが含まれる。 

（３）ヒ素溶出量及び含有量 
試料のヒ素溶出量及び含有量を Table2 に示す。掘削予定地全区間においてヒ素溶出量が

土対法の溶出基準値を若干超過しており、平均濃度は 0.023 ㎎/L である。一方、ヒ素含有

量は低く全て基準値以下であった。 
Table2 ヒ素溶出量及び含有量 

※ 土対法で定める溶出量基準及び含有量基準 
 
２．２ 不溶化剤 

一般に現在使用されている不溶化剤として、カルシウム系、マグネシウム系、鉄系、鉱

物系 15)等様々な種類があるが、中でも著者らが研究を進めている不溶化剤 18)，19)（RE-Ⅰ

元素 含有量 

Al2O3 

SiO2 

SO3 

K2O 

CaO 

TiO2 

Fe2O3 

20.5％ 

67.8％ 

0.9％ 

1.9％ 

2.0％ 

0.7％ 

6.1％ 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 平均 基準値※ 

ヒ素溶出量[㎎/L] 0.012 0.034 0.014 0.034 0.026 0.019 0.023 ＜0.01 

ヒ素含有量[㎎/㎏] 1 3 1 未満 2 3 2 2 ＜150 

Table1 蛍光Ｘ線結果 



型，㈱HMI 製）はカルシウムを主成分としており、pH は中性であるため農用地周辺での

使用に適していると考える。そこで本不溶化剤を使用し、以下に示す種々の実験を行った。

不溶化剤の性状は Table3 に示す通りであり、不溶化のメカニズムは、不溶化剤から溶解し

たカルシウムイオンが土壌粒子の表面に反応層を生成し、その反応層で難溶性のヒ酸カル

シウム[Ca3(AsO4)2]が生成されるためと考えられている 18)～21)。 
 
 

 

 

２．３ 溶出試験方法 

溶出試験は環境庁告示第 46 号に基づいて行った。2 ㎜以下に粉砕後風乾した試料と蒸留

水を固液比 1：10で 6時間振とうし、振とう後 3000rpmの条件で 20分間遠心分離を行い、

上澄み液を孔径 0.45μm のメンブレンフィルターでろ過し検液を作成した。 
２．４ 不溶化特性を把握する実験 
本不溶化剤（RE‐Ⅰ型）と掘削ずりの不溶化効果を把握する目的で、以下の実験を試み

た。 
（１）配合試験 
掘削ずりに不溶化剤を添加して溶出試験を行い、ヒ素濃度が溶出量基準以下になる配合

量を把握した。 
【試験方法】 

2 ㎜以下に粉砕後風乾した掘削ずりに不溶化剤を 0.2～2％（重量比）添加し、固液比を

変えて溶出試験を行った。 
【試験結果】 
不溶化剤配合量とヒ素溶出量の関係を Fig.3 に示す。不溶化剤添加量の増加とともにヒ素

溶出量が低下し、溶出量基準以下となることが確認できた。 
次に、不溶化剤未添加のヒ素溶出量と、ヒ素が基準値以下となる不溶化剤配合量の関係

を Fig.4 に示す。図より、未添加のヒ素溶出量が高いほど、必要な配合量が多いことがわか

る。掘削ずりのヒ素平均濃度 0.023 ㎎/L を基準値以下とするのに必要な配合量は 0.4％で

あった。 
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Table3 不溶化剤の性状 

Fig.4 ヒ素溶出量と基準値以下となる 
不溶化剤配合量の関係 

Fig.3 不溶化剤配合量とヒ素溶出量の関係 



（２）不溶化剤溶液を用いた不溶化試験 
本不溶化剤は溶解性が極めて高く、溶液としても不溶化効果があることを明らかにする

目的で、本不溶化剤を用いて以下の実験を行った。 
【試験方法】 
不溶化剤 10ｇを蒸留水 1L で 2 時間溶出後、孔径 0.45μm メンブレンフィルターでろ過

し不溶化剤溶液（以下、溶液という）を作成した。溶液のカルシウム濃度は 640 ㎎/L、pH
は 6.8 であった。次に、掘削ずりと段階的に希釈した溶液を固液比 1：10 で溶出し、ヒ素

濃度を測定した。 
【試験結果】 
添加した溶液のカルシウム濃度とヒ素溶出

量の関係を Fig.5 に示す。溶液の添加により、

掘削ずりのヒ素濃度が低下し溶出量基準以下

となった。以上より、不溶化剤溶液でもヒ素

を不溶化できることがわかった。 
（３）不溶化層による不溶化反応の確認 
不溶化層の不溶化効果を確認するため、以

下の実験を行った。 
【試験方法】 
試験には堆積場に堆積（盛土）した掘削ず

りと盛土基礎底面の 2 試料を用いた。掘削ず

りに不溶化剤を混合した盛土部と、基礎底面

に不溶化剤を混合した不溶化層を作成し、掘

削ずりから作成したヒ素溶液（ヒ素 0.033 ㎎

/L）と固液比 1：10 で溶出試験を行い、ヒ素

濃度を測定した。 
【試験結果】 
試験結果を Fig.6 に示す。その結果、どちら

のヒ素濃度も基準値以下であった。以上より、

不溶化層は掘削ずりから溶出したヒ素を不溶

化できることがわかった。 
 
３．処理方法 
 
３．１ 処理方法の基本的な考え方 
従来法では、自然的原因による有害物質が含まれた土壌は法の適用対象とならない。し

かし、溶出量基準を超過する場合や、地域以外の土地へ搬出する場合には、人や周辺環境

への汚染拡散防止のための措置が必要である。 
前項 2 の結果より、水に溶解したカルシウム溶液にも不溶化効果があり、また盛土基礎

底面に混合した不溶化層もヒ素を不溶化できることが確認できた。そこでこの 2 つの性能

を合わせた処理法を行うことにした。処理法の概要を Fig.7 に示す。掘削ずりの上面に敷設
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した不溶化剤が降雨等で溶解・浸透することで全体を不溶化するとともに、さらに底面に

敷設した不溶化層でヒ素を不溶化することができるものである。また、有害物質汚染拡散

状況を監視する目的で、盛土敷地境界にモニタリングのための観測孔を設置した。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．２ 施工方法 

掘削ずりを盛土状に堆積し、その盛土底面、盛土中央部及び盛土上部に層状に不溶化剤

を散布処理した。不溶化剤を敷設した層（不溶化層）は、飛散防止のため、スタビライザ

ーを用い、盛土底部は基礎底面と、中央部・上部は掘削ずりと攪拌を行った。また、施工

後は、雨水の浸透を防止するため盛土の側面及び上面に覆土をした。施工年度及び掘削ず

り量、不溶化剤量等を Table4 に、盛土平面図・盛土詳細図を Fig.8 に示す。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工年度 掘削ずり量 掘削ずりの乾燥密度 不溶化剤量 

H21～H22  12,000ｍ3 1.9ｔ/ｍ3 120ｔ 

盛土平面図 

不溶化剤  

不溶化剤  

A 

↓不溶化層基礎底面 

↓不溶化層中央部 

↑不溶化層上部 

Table4 施工年度及び掘削ずり量、不溶化剤量等 

溶解性の不溶化剤が降雨 
に溶解して浸透。不溶化
層でヒ素を不溶化。 

不溶化層 
掘削ずり 

降雨に溶解した不溶化
剤が、全体へ浸透・拡散

不溶化 

Fig.7 処理法の概要 

不溶化層 

Fig.8 盛土平面図・盛土詳細図 



３．３ モニタリング 
（１）モニタリング方法 

施工段階で盛土基礎底面及び盛土部から試料を採取して溶出試験を行い、ヒ素が不溶化

されているか確認した。また、盛土の上流側・下流側に観測孔を設け（Fig.8）、施工前、施

工中、施工後の地下水のヒ素濃度、pH を定期的に観測した。 
（２）モニタリング結果 

不溶化層の溶出試験結果を Table5 に示す。不溶化層では溶出基準値以下に不溶化できて

いることが確認できた。次に地下水のヒ素及び pH の結果を Fig.9 に示す。施工中、施工後

ともにヒ素は検出されなかった。また、pH も中性付近で推移しており、不溶化処理がな

されていることが確認できた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．あとがき 
 
以上、水路トンネル工事で遭遇した自然的原因に由来するヒ素含有掘削ずりの不溶化実

験を行った結果、不溶化効果が十分得られることが判明した。また、搬出した掘削ずりを

堆積場に堆積（盛土状）し、盛土部の中央部、上部に不溶化剤を層状に敷設するとともに、

盛土基礎底面に不溶化層を設けた。さらに、盛土敷地境界に観測孔（上・下流 2 箇所）を

設置し、水質の監視をした結果から、本処理法の有効性・妥当性が確認された。 
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